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対象／救急患者　診療時間／9時～20時

今月の休日当番医・今月の休日当番医・
夜間診療のお知らせ夜間診療のお知らせ

■ 「プレミアム商品券」案内チラシ、「第21回サマーカーニバルin鶴ヶ島」チラシ、社協だより「ふくしのまちNo.126」が
折り込まれています。

関越病院  鶴ヶ島市脚折145-1 ☎285･3161
坂戸中央病院  坂戸市南町30-8 ☎283･0019
埼玉医科大学病院  毛呂山町毛呂本郷38 ☎276･1465

　急な病気や家庭での対処法、受診に迷うときは下記の
番号へお問い合わせください。看護師が相談に応じます
が、診断や治療を行うものではありません。
●大人の救急電話相談
電話番号
＃7000（NTTプッシュ回線・ひかり電話・携帯電話）
☎048･824･4199（ダイヤル回線・IP電話・PHS）
相談時間　18時30分～22時30分（毎日）
●小児の救急電話相談（育児相談は除く）
電話番号
＃8000（NTTプッシュ回線・携帯電話）
☎048･833･7911（ダイヤル回線・ひかり電話・IP電話）
相談時間　
月～土曜日　19時～翌朝7時
日曜日・祝日・年末年始　7時～翌朝7時

受診に迷ったら

月 日 医療機関

7

5（日）関越クリニック（内）松ヶ丘2-2-31（☎286・7770）

12（日） 鶴ヶ島池ノ台病院（内・外・消化器・泌尿器）脚折1440-2（☎287・2288）

19（日）井上医院（内・外・小）富士見2-29-1（☎287・0056）

20（月）相良胃腸科（胃腸・肛門）鶴ヶ丘71-8（☎285・6511）

26（日）みなくち小児科（小）鶴ヶ丘110-1（☎287・5755）
全期間
診療時間
 ９時～12時
14時～17時
18時～21時

坂戸市休日急患診療所（内・小）
坂戸市石井2327-3（☎289・1199）

※携帯電話などからは市外局番049を付けてかけてください。

月の相談７  
◆金銭・不動産・家族（要予約）
弁護士による法律相談
■7日（火）13時～16時／市役所5階会議室、17日（金）13時～
16時（3日から受付）市役所5階会議室▷地域活動推進課

◆相続、離婚、贈与（要予約）
司法書士による法律相談
■9日（木）9時～12時／市役所3階会議室▷地域活動推進課

◆相続・贈与
行政書士による法律相談
■9日（木）、23日（木）13時～16時／市役所3階会議室▷地域活
動推進課

◆行政
■17日（金）13時～16時／市役所5階会議室（行政相談は相談委
員宅でも受けられます）▷地域活動推進課

◆人権
■17日（金）13時～16時／市役所5階会議室▷総務人権推進課

◆不動産（要予約）
■7日（火）13時～16時／市役所5階会議室▷地域活動推進課

◆税務
■7日（火）・８月４日（火）13時～16時／市役所5階会議室▷税務課

◆女性のための相談室（要予約）
■8日（水）10時～16時（法律相談は10時～13時）、18日（土）10
時～15時、21日（火）10時～15時、22日（水）10時～16時※8月
の予約は23日（木）から▷女性センター（☎049・287・4755）

◆家庭児童
■月～金曜日9時～16時／市役所1階▽家庭児童相談室

◆子育て
■月～金曜日9時～16時▷子育てセンター（☎049・286・7
201）
■月～金曜日9時～16時▷第二はちの巣子育てセンター（☎
049・286・1110）
■火～木曜日9時～14時▷かこのこ子育てセンター（☎049・27
9・0505）

◆親子
子どもの発達や、子育てに関すること
■27日（月）13時～・14時～▷保健センター（☎049・271・
2745）

◆こころの健康（要予約）
■13日（月）12時30分～／市役所1階相談室▷障害者福祉課

◆教育
教育相談
■月～金曜日9時～16時30分（電話相談可）▷教育センター（☎
049・286・8993）
いじめ専用ダイヤル
■月～金曜日9時～16時30分（☎049・279・5144）
鶴ヶ島いじめ相談メール（ ijimesoudan@city.tsurugashima.
lg.jp）

◆消費生活
■月～金曜日9時30分～12時・13時～15時、土曜日9時30分
～12時（電話相談のみ）▷市役所2階消費生活センター
消費生活専門相談（弁護士）（要予約）
■24日（金）13時～17時（６日から受付）▷市役所2階消費生活
センター 

◆就職（鶴ヶ島市ふるさとハローワーク）
■月～金曜日9時～17時／市役所2階鶴ヶ島市ふるさとハロー
ワーク▷鶴ヶ島市ふるさとハローワーク（☎049・272・4001）

◆内職相談
■火・木曜日10時～12時、13時～16時▷市役所２階内職相談室

）（
夜間の診療（24時間）
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広報紙って
世代なに？ へ

若者向け広報紙を創刊します。
配置場所　鶴ヶ島駅、若葉駅、一
本松駅、コンビニエンスストア (市
内一部 )、公共施設など。市ホー
ムページからも閲覧できます。
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